
 すこと」を考える「ふるさとで暮ら すこと」を考える

美郷町の取り組み

　定住を目的とした住宅の新築・購入・増改築および
リフォームを支援します。
対　象　者●次の①と②の両方を満たす方
　①40歳未満の方(既婚・未婚は問いません)
　　または18歳以下の子どもを扶養している方
　②300万円以上で住宅を新築・購入・増改築・リフォ
　　ームした方
奨励金の内容●

・町内事業者が施工した場合
・移住世帯(10年以上町外在住)の場合
・18歳以下の子どもが同居する場合
　　　　　　　　　 子ども1人につき
・三世代同居の場合(孫世代が18歳以下)
・空き家バンク登録物件を取得した場合

10万円加算
20万円加算

10万円加算
10万円加算
10万円加算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・

・・・

美郷暮らし促進奨励金
　町内における空き家等の有効活用と定住促進による地
域の活性化を図るため、「空き家・空き地」の登録情報を町
ホームページで公開しています。登録物件を取得した場合
には、左記の「美郷暮らし促進奨励金」における加算要素
もありますので、空き家等情報登録制度をご活用ください。
　また、「利用希望者」として登録をしていただいた方には、
登録している物件の詳細情報や、新たに登録された物件情
報をお知らせしています。美郷町への移住を希望される方
や、「空き家・空き地」をお探しの方は、ぜひご登録ください。
　詳しくは町商工観光交流課までお問い合わせいただく
か、下記QRコードから町ホームページをご確認ください。

空き家等情報登録制度

ベース

さらにオプションをプラス！

固定資産税相当額の３倍

問●町商工観光交流課　交流・商工班　☎0187（84）4909

空き家等情報登録制度
についてはこちら

家や土地をお持ちの方へ

　町内に一戸建ての家や、
宅地として利用できる土地
をお持ちの方で、賃貸・売
買を希望される方は本制度
への登録にご協力をお願
いします。

郷町は秋田県と連携し、県外に進学した学生
の方々や県外に在住している社会人の方々

の、秋田での就職や定住を応援する「あきた回帰キ
ャンペーン」を展開しています。
　秋田を離れて暮らすお子さんやお知り合いの方
に「秋田に戻ってきたら？」と呼び掛けていただくとと

もに、「そろそろ秋田に帰ろうかな」「秋田に住んでみ
たい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ次の取
り組みをご紹介ください。
　また、県外で暮らしている方は、「ふるさとで暮ら
す」ということを改めて考えてみませんか？

美
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「ふるさとで暮ら 「ふるさとで暮ら すこと」を考える
秋田県の取り組み

　新卒向けの就活情報サイトで、秋田県内の企業情報や
採用情報を掲載しています。また、秋田県や各市町村の
就業支援イベントや各種支援制度の情報もご覧いただけ
ます。

情報収集はこちらから

　移住・就職相談窓口を東京都と秋田市に設置しています。
県外にお住まいで、秋田への移住や秋田での就職を考え
ているご家族や知人の方に、次の窓口をおすすめください。

秋田への移住・
秋田での就職を全力サポート！ 就活情報サイト「KocchAke！」(こっちゃけ)

　秋田県が運営する就職応援アプリで
す。就職情報を入手できるほか、各種優
待サービスを受けられます。

各種支援制度もご用意！
秋田でご縁を！「秋田GO！ENアプリ」

　平成29年4月以降の県内就職者を対
象とした奨学金返還助成制度です。
　最大3年間で60万円助成します。募集人数に制限はな
く、出身地も問いません。

最大３年間で60万円
「奨学金返還助成制度」

詳しくは

　移住総合情報サイトで、移住関連イベントや支援制度
などを掲載しています。秋田暮らしのヒントが満載です！

移住ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」

東　京　都
こっちゃけ

詳しくは 秋田暮らし はじめの一歩

秋田 奨学金返還助成詳しくは

●移住・就職相談窓口
　「あきたで暮らそう！Aターンサポートセンター」
所在地：東京交通会館８階

　　　　　ふるさと回帰支援センター内（JR有楽町駅前）
　連絡先：☎080（9292）5195（火～日曜日）
　　　　　午前10時～午後6時

●学生就活サポート・Aターン就職相談窓口
　「Aターンプラザ秋田」
　所在地：都道府県会館７階 秋田県東京事務所内
　　　　　(東京メトロ永田町駅すぐ)
　連絡先：☎0120（122）255（月～金曜日）
　　　　　午前9時～午後5時45分

秋　田　市

●移住相談窓口「秋田移住定住総合支援センター」
所在地：秋田テルサ１階（秋田市御所野）

　連絡先：☎018（893）3981 （月～金曜日）
　　　　　午前9時～午後5時
●Aターン就職登録・相談窓口
　「秋田県ふるさと定住機構」
所在地：秋田テルサ３階（秋田市御所野）

　連絡先：☎018（826）1731 （月～金曜日）
　　　　　午前9時～午後5時
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